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情報流通プラットフォーム対処法の施行に当たり、関連省令・ガイドラインを策定。（令和７年３月11日公表）

① 省令
 「大規模特定電気通信役務提供者」の指定要件：平均月間発信者数1,000万人等
 削除申出に対する判断・通知までの「一定期間」：７日間
 運用状況に関する具体的な公表事項：

• 権利侵害情報の削除申出に対して、
一定期間内に削除を通知した件数 及び 削除しない旨の通知をした件数

• 利用者や公的機関からの通報等を受けて削除した件数及び 削除しなかった件数
• AIを用いた削除件数・アカウント停止件数
• 日本語を理解するコンテンツモデレーターの数、人的・技術的体制についての説明 等

情報流通プラットフォーム対処法 関連省令・ガイドラインの概要

② 法律の解釈を示したガイドライン
 「申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと」の解釈
 「侵害情報調査専門員」の具体的な要件 等

③ 違法情報ガイドライン （次ページ参照）
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１．他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合（＝権利侵害情報）

１－１．対象となる権利・利益
• 名誉権、名誉感情、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、氏名権、パブリシティ権、著作権・著作隣接権、商標権、営業上
の利益について、どのような場合に各権利・利益の侵害が成立するかを明確化。関連する裁判例もあわせて掲載。

１－２．情報の送信を防止する義務が生ずる場合
• 大規模事業者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合を明確化（「人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求」
及び「条理上の義務があると認められる場合」）

２．その他送信防止措置を講ずる法令上の義務（努力義務を除く。）がある場合（＝法令違反情報）

２－１．対象となる情報
• わいせつ関係、薬物関係、振り込め詐欺関係、犯罪実行者の募集関係、金融業関係、消費者取引における表示関係、
銃刀法関係、違法オンラインギャンブル等関係、その他の区分に基づき、どのような情報を流通させることが各法令に違反するの
かを具体的に例示。

２－２．情報の送信を防止する義務が生ずる場合
• 大規模事業者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合を明確化。

情報流通プラットフォーム対処法第26条第１項第２号に定める「他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止す
る義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務（努力義務を除く。）がある場合」を例示することにより、
 どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該当するのかを明確化するとともに、
 大規模事業者が送信防止措置の実施に関する基準（削除基準）を策定する際に盛り込むべき内容を周知。

「違法情報ガイドライン」の概要 4



参考資料





① 発信者情報開示の対象となる発信者情報の見直し

② 発信者情報開示手続を円滑にするための方策の検討

○2020年４月30日～７月 第１回会合～第４回会合

○８月28日 第５回会合 中間とりまとめ

○９月～12月 第６～11回会合

○12月22日 最終とりまとめ公表

① 発信者情報の対象拡大

・ログイン時情報

② 新たな裁判手続の創設及び特定の通信ログの早期保全

③ 裁判外（任意）開示の促進

構成員

主な検討課題 最終とりまとめの項目

栗田 昌裕 名古屋大学大学院 法学研究科 教授

清水 陽平 法律事務所アルシエン 弁護士

北條 孝佳 西村あさひ法律事務所 弁護士

前田 健 神戸大学大学院  法学研究科 准教授

丸橋 透 明治大学 法学部 教授

若江 雅子 読売新聞東京本社 編集委員

（座長） 曽我部真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授

  （座長代理）鎮目 征樹 学習院大学 法学部 教授

上沼 紫野 虎ノ門南法律事務所 弁護士

大谷 和子 株式会社日本総合研究所 執行役員

垣内 秀介 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

北澤 一樹 英知法律事務所 弁護士

（オブザーバ）法務省 文化庁 最高裁判所

検討スケジュール

インターネット上の権利侵害情報への対策の一つとして、プロバイダ責任制限法に基づく開示対象となる発信
者情報の追加や開示手続を円滑化する方策等について検討。

発信者情報開示の在り方に関する研究会（令和２年４月～12月） 7







項目 具体的措置

プラットフォーム
事業者の

対応の迅速化
に係る規律

削除申出窓口の設置義務 • 削除申請の窓口や手続の整備を求めることが適当。

削除申出への対応体制の整
備義務

• 提供するサービスの特性を踏まえつつ、我が国の文化・社会的背景に明るい人材
を配置することが適当。

削除申出への応答・通知義
務

• 一定の期間内に、削除した事実又はしなかった事実及びその理由の通知を求
めることが適当。

プラットフォーム
事業者の運用
状況の透明化
に係る規律

削除基準の策定・公表義務 • 投稿の削除等に関する判断基準や手続に関する「削除指針」を策定し、公表さ
せることが適当。また、その指針の運用状況についても、公表させることが適当。

削除した場合、発信者への通
知義務

• プラットフォーム事業者が投稿の削除等を講ずるときには、対象となる情報の発信
者に対して、投稿の削除等を講じた事実及びその理由を説明することが適当。

対象事業者
• 対象とする事業者の範囲については、違法・有害情報が流通した場合の被害の大きさ（拡散の速度や到達する範
囲等）、義務の履行に当たっての経済的負担（特に新興・中小サービス）等を踏まえ、権利侵害情報の流通が
生じやすい不特定者間の交流を目的とするサービスのうち、一定規模以上のものに限定することが適当。

※ 第三者機関による削除請求、ADR（裁判外紛争解決手続）、削除請求権の明確化について、法律上位置づけることについては課題があり、
現時点では慎重であるべき。

• 誹謗中傷等の違法・有害情報対策に関し、大要、削除等の適正化に向け、法制上の手当てを含め、
大規模プラットフォーム事業者に対して以下の具体的措置を求めることが適当、とのとりまとめ、令和
５年12月12日(火)に公表。パブリックコメントを踏まえ、 「第三次とりまとめ」として確定（令和６年２月２日
公表） 。

プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ（第１部 誹謗中傷等の違法・有害情報対策） 10
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① 対応の迅速化 （権利侵害情報）

・ 削除申出窓口・手続の整備・公表
・ 削除申出への対応体制の整備（十分な知識経験を有する者の選任等）
・ 削除申出に対する判断・通知（原則、一定期間内）

② 運用状況の透明化
・ 削除基準の策定・公表（運用状況の公表を含む）
・ 削除した場合、発信者への通知

※２ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
（プロバイダ責任制限法：プロバイダ等の免責要件の明確化、発信者情報開示請求を規定）

大規模プラットフォーム事業者※１に対して、以下の措置を義務づける。
※１ 迅速化及び透明化を図る必要性が特に高い者として、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者。

上記規律を加えるため、法律※２の題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利
侵害等への対処に関する法律」（情報流通プラットフォーム対処法）に改める。

令和７年４月１日（火）

誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、
①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務づける法改正を実施済み（令和６年５月）。

改正内容

施行日

令和６年 プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律（概要）








